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１．委員会の経緯と今回の論点
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委員会開催時協議内容開催年度

第8回委員会（H22.12.2）事故危険区間の選定（168区間） （第１次事故ゼロプラン）平成22年度

第9回委員会（H23.12.21）新規追加箇所（3区間）の確認平成23年度

第13回委員会（H25.6.18）新たな事故危険区間（追加箇所）の選定（408区間）平成25年度

第14回委員会（H26.8.25）
第15回委員会（H27.9.30）
第16回委員会（H28.7.28）

事故危険区間の追加箇所の確認
（14回委員会：4区間、 15回委員会：7区間、 16回委員会：42区間）

平成26年度～
平成28年度

第17回委員会（H29.7.27）H29事故危険区間の追加箇所の確認（5区間）
事故危険区間の対策完了の判断基準(案)の審議

平成29年度

第18回委員会（H30.7.26）H30事故危険区間の追加箇所の確認（3区間）平成30年度

第22回委員会（R3.3.24）新たな事故危険区間の選定（319区間） (案)令和2年度

第23回委員会（R4.3.24）第2次事故ゼロプラン区間の選定（377区間）令和3年度

第24回委員会（R4.8.24）
第25回委員会（R5.3.14）

R4事故危険区間の追加箇所の確認
（24回委員会：6区間、 25回委員会：1区間）

令和4年度

第26回委員会（R5.9.1）
第27回委員会（R6.3.15）

R5事故危険区間の追加箇所の確認（3区間）
第2次事故ゼロプランの評価フローについて一部見直し

令和5年度

第28回委員会（R6.8.22）
第29回委員会（R7.3.19）

第2次事故ゼロプランを対象とした効果評価を実施
R6事故危険区間の追加箇所の確認（3区間）

令和6年度

１－１ 委員会における事故ゼロプランの検討経緯

事故ゼロプラン
スタート

事故危険区間
見直し

 交通事故の危険性が高い区間を選定し効率的・効果的な対策を行うため、平成22年度から事故ゼロプランとして取り組みを実施。

 道路交通環境や社会情勢の変化を考慮し、第２次事故ゼロプラン区間を令和3年度に選定。

 本年度も継続して、第2次事故ゼロプランを推進していく。

１．委員会の経緯と今回の論点
交通安全対策

第２次事故ゼロ
プラン区間選定
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取り組み開始から
約10年経過



・第２次事故ゼロプランの対策実施状況

１．委員会の経緯と今回の論点
交通安全対策

１－２ 今回の論点

 今回は大きく２項目の報告事項と2項目の審議事項があり、以下の通り。

２. 前回委員会（第２９回）の振り返り

・前回委員会の開催概要

４. 第２次事故ゼロプランについて

・第１次事故ゼロプランのうち対策後４年経過した区間の第２次事故ゼロプランへの
追加要否の確認

５. 経過観察箇所の評価結果

６. 生活道路における交通安全対策の推進について

・ゾーン３０プラスの山梨県内の取り組み状況・推進に向けた技術支援
・生活道路における交通安全対策推進に向けたデータ活用
・生活道路における法定速度の引き下げ

報告2

３. 山梨県における交通事故発生状況

・山梨県における交通事故件数の推移と特徴

報告1

・第２次事故ゼロプランのうち今年度の対策効果の評価結果と
追加対策の要否および対策完了の確認

審議事項1

審議事項2

７. 観光事故に関する事故概況の報告

・山梨県における外国人観光ドライバーの事故状況と対応 -4-



２．前回委員会（第２９回）の振り返り
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２．前回委員会（第２９回）の振り返り

 第2次事故ゼロプランの区間追加について

審議の結果、令和6年度山梨県交通事故多発地点の3区間について、第2次事故ゼロプランへの追加が承認された。

令和6年3月15日（金） 書面開催

＜開催日時＞

＜主な審議事項（交通安全対策）＞

２－１ 前回委員会の開催概要

交通安全対策
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第2９回委員会

【第29回委員会資料より抜粋】



３．山梨県における交通事故発生状況
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３．山梨県における交通事故発生状況
交通安全対策

３－１ 山梨県における交通事故件数の推移と特徴
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 山梨県での死傷事故件数は、平成29年から令和2年の間に半数近くまで減少したものの、近年は減少傾向に鈍化がみられる。

 山梨県での死亡事故件数は、年度によってばらつきがみられるが、平成29年から令和5年にかけて減少傾向がみられる。

 山梨県での死傷事故について、全事故では追突事故の割合が高く、死亡事故では人対車両事故や車両単独事故の割合が高い。

 山梨県での第2当事者（被害者等）の交通手段別の死傷事故件数の推移について、各交通手段において顕著な増減傾向の差はみられない。

N=7,676(件) N=94(件)N=913(件)

■死傷事故件数の推移 ■死亡事故件数の推移

【出典】イタルダ事故データ・交通事故統計年報【出典】イタルダ事故データ・交通事故統計年報

減少傾向が鈍化
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■R2～5年に山梨県内で発生した死傷事故の
事故内容別の事故類型割合

【出典】イタルダ事故データ 【出典】イタルダ交通事故統計表データ

第２当事者：交通事故の原因となった過失の割合が小さい方の当事者で、
過失の程度が同程度である場合は、被害の程度が大きい方
の当事者をいう。



４．第２次事故ゼロプランについて
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対策未実施

４．第２次事故ゼロプランについて
交通安全対策
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４－１ 第２次事故ゼロプランの概要

Ａ群
（事故データに基づき抽出）

Ｂ群

（事故リスクの高い箇所を抽出）

事故リスクの高い箇所

事故が多発する箇所

第２次事故ゼロプラン区間

※1）括弧内の数字は、 A群指標③内の重複区間数 ※2）括弧内の数字は、 A群指標①内の重複区間数

経過観察10区間

第１次事故ゼロプラン区間

６４０区間
国：196区間
県：444区間

積み残し区間
29区間

第２次事故ゼロプランへ （118区間）

対策実施済み 事故
発生
状況

第2次事故ゼロプラン対象外 512区間
指標に非該当

指標に該当

要望
状況

要望あり

要望なし

H27以降対策実施

B群該当
7区間

対
策
年

H26以前対策実施

A群該当82区間

追加区間

第２次事故ゼロプラン区間

390区間

第２次事故ゼロプラン区間
（選定時）

377区間

 第23回委員会において、第２次事故ゼロプラン区間として377区間の選定を承認頂いた。

 第24回～第29回委員会において、「交通事故多発地点」である12区間と、対策を実施し経過観察となっていた区間から選定指標に該当した

１区間の計13区間を第２次事故ゼロプランに追加することを承認頂き、計390箇所が選定された。

R4交通事故多発地点（6区間）

H28対策箇所(1区間)

R5交通事故多発地点（3区間）
R6交通事故多発地点（3区間）

指標①事故危険箇所：A基準（0（10）区間※1 ）
事故危険箇所：B基準（31（1）区間※1 ）

指標②交通事故多発地点（１6(7)区間※1）

指標③事故データ（307区間）
（死傷事故率100件/億台km以上かつ山梨県特有の事故）

方法①アンケート（道路管理者,交通事業者） （1区間）

方法②通学路合同点検結果（16 （1）区間※1 （1）区間※2）

方法③地域要望（ 6 （1）区間※1 ）

354区間

23区間



対策済み 事業中 未着手他

４．第２次事故ゼロプランについて
交通安全対策

４－２ 第２次事故ゼロプランの対策実施状況について
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 第30回委員会時点で第２次事故ゼロプラン区間は390区間が選定されており、そのうち56.7%にあたる、221区間で対策実施済み。

 第2次事故ゼロプランにおいては運用を開始したR4年度より概ね5年間での対策完了を目指す。

■第２次事故ゼロプランの対策実施状況

第2次事故ゼロプラン
390区間（第30回委員会時点）のうち
221区間で対策実施済み（56.7％）

第２３回委員会資料p.16より抜粋

■（参考）第1次事故ゼロプラン区間の対策実施ペース

第1次事故ゼロプラン選定から、
最初の5年間（H23-H27）の対策数は328区間

第2次事故ゼロプラン（390区間）においても、
概ね5年間での対策完了を目指す

対策済み
221区間
（56.7％）

事業中
40区間
（10.3％）

未着手他
129区間
（33.1％）



交通安全対策

PLAN（計画）

DO（実施）

ACTION
（反映）

事故危険区間の選定・事故要因分析・対策検討

中間評価

No

No

No
事故データが２年分※蓄積

YesYes

地域からの要望
による選定【Ｂ群】

対策完了

Yes

指標①：事故危険箇所（基準A）
指標③：死傷事故率と発生事故類型

総合評価

追加対策基準に該当

追加対策基準に該当

事故データが４年分蓄積

対策完了

対策完了基準に該当

Yes

追加対策実施 追加対策実施 経過観察

４．第２次事故ゼロプランについて
４－３ 第２次事故ゼロプランの対策効果評価について

事故データに基づく選定【Ａ群】

対策実施

CHECK（評価）

指標②：交通事故多発地点

追加対策実施

※事故の急増や重大事故
の多発により、ただちに対
策検討が必要な場合につい
ては、この限りではない。

指標①：事故危険箇所（基準B）

追加対策基準に該当

No Yes

ETC2.0データが
1年分蓄積

Yes
対策完了基準に該当

No

追加対策実施
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NoYes

Yes No

Yes

選定者の確認・了承

No

要望者の確認

 今年度は、対策実施完了年度や事故データの蓄積年数を満たす計80区間に対して、評価フローを適用し対策効果の評価を行う。

 A群（事故データによる選定）では中間評価43区間、総合評価：13区間、ETC2.0による評価：10区間、交通事故多発地点：7区間

B群（要望等による選定）では7区間が対策効果の評価対象となった。

４３区間

１３区間

１０区間 ７区間 ７区間



交通安全対策

 Ａ群のうち指標①事故危険箇所（基準A）、指標③死傷事故率・発生事故類型で選定された区間を対象に、対策実施後における追加対策の

要否を早い段階で確認するため、「中間評価」を実施する。

 中間評価では、事故データが２年分蓄積された区間について、追加対策検討が必要となる基準に基づき評価する。

事故データが２年分※1あり 【Ａ群】
対象：選定指標①（基準A）

選定指標③

① 死傷事故の
件数が増加

（２.３３倍以上増加※2）
もしくは

② 重大事故が
複数件発生

Yes

No

追加対策基準

総合評価追加対策実施

■中間評価手法

※1）事故の急増や重大事故の多発により、
ただちに対策検討が必要な場合については、この限りではない。

※2）中間評価における死傷事故件数基準の考え方
・中間評価に使用する事故データは2年分であり、偶発性が大きい。
・交通事故がポアソン分布に従って発生するものとすると、

山梨県の事故ゼロプラン区間における平均事故件数（3件/年）において、
統計的に事故が増加する（＝減少していない）と判定される件数は7件/年以上。

・これより、2.33倍（⇒3件から7件）以上事故件数が増加した場合は、
「事故が増加した」と判断。

■死傷事故件数の増加判断のイメージ
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現地状況等を
確認した上、緊急的に

対策が必要

No

Yes

４．第２次事故ゼロプランについて
４－４ 中間評価について

■指標③：死傷事故率と発生事故類型

選定基準
（案）

選定項目・指標

16件/4年以上死傷事故

死
傷
事
故
率
1
0
0
件
/

億
台
キ
ロ
以
上
か
つ

1件/4年以上重大（死亡）事故

1件/4年以上正面衝突事故

1件/4年以上車両単独事故

2件/4年以上歩行者事故

4件/4年以上自転車事故

3件/4年以上二輪車事故

6件/4年以上高齢者事故

■指標②：交通事故多発地点

※1年分の事故を対象

対象とする選定指標

対象外とする選定指標

■指標①：事故危険箇所（基準B）
※1年分のETC2.0データを対象

選定基準選定項目・指標

100件/億台km以上かつ死傷事故率基
準
A

10件/億台km以上かつ重大事故率

1件/億台km以上死亡事故率

■指標①：事故危険箇所（基準A）

さらに2年分の
事故ﾃﾞｰﾀ蓄積



交通安全対策

 今年度、事故データの蓄積により中間評価を実施可能な43区間を対象に追加対策基準の判定を実施した。

 評価の結果、対象区間すべてとなる43区間は追加対策基準に該当しないことから総合評価へ移行するものとする。
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４．第２次事故ゼロプランについて
４－４ 中間評価について

■評価期間

■評価結果 詳細（１/３）

中間評価

選定指標
対策
実施
年度

箇所名管理者連番
判定

追加対策基準
※①②両方クリアで

総合評価へ移行

②対策後２年間の
重大事故件数

①死傷事故件数

判定
対策後
2年間

（件/2年）
判定

対策後
2年間

（件/年）

選定時
（H27-30）

（件/年）

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.00.25 

【A群】指標①事故
危険箇所（基準A）
指数③死傷事故率
と発生事故類型

R3年度甲府市中央東交差点～中央交差点県1

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.52.75 【A群】指標②
交通事故多発地点
指標③死傷事故率
と発生事故類型

R3年度甲府市元紺屋町（元紺屋交差点）県2

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少1.53.50 R3年度甲府市塩部三丁目交差点～総合グランド入口交差点県3

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少1.55.5

【A群】指標③
死傷事故率と
発生事故類型

R3年度甲府市国母（国母交差点）国4

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.02.0R3年度甲府市貢川2丁目交差点～貢川2丁目8-30国5

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少1.02.5R2年度上野原市上野原明誠高校入口交差点～本町歩道橋交差点国6

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少1.03.0R2年度甲府市下曽根町 笛南中北１交差点県7

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.02.0R3年度甲府市山梨学院大学前～酒折駅前交差点県8

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.52.75R3年度甲府市酒折1丁目4-17～善光寺1丁目酒折宮前バス停前県9

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.02.25R3年度甲府市善光寺1丁目酒折宮前バス停前～善光寺1丁目6-8県10

対策実施

選定時の事故データ
（H27-H30の4カ年）

対策後の事故データ
（2カ年）

…

時間軸

総合評価へ移行
43区間

追加対策の要否の検討
0区間

■評価結果

審議事項



交通安全対策
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４．第２次事故ゼロプランについて
４－４ 中間評価について

■評価結果 詳細（２/３）

中間評価

選定指標
対策
実施
年度

箇所名管理者連番
判定

追加対策基準
※①②両方クリアで

総合評価へ移行

②対策後２年間の
重大事故件数

①死傷事故件数

判定
対策後
2年間

（件/2年）
判定

対策後
2年間

（件/年）

選定時
（H27-30）

（件/年）

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.02.25

【A群】指標③
死傷事故率と
発生事故類型

R3年度（仮）善光寺入口交差点東Ｔ字路県11

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.52.25R3年度甲府市城東5丁目3～城東3丁目5-13県12

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.02.75R3年度甲府市中央二丁目１２－１８県13

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.03.5R3年度甲府市中央5丁目2（中央交差点）県14

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.52.0R3年度甲府市中央2丁目12（NTT甲府支店西交差点）県15

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少1.02.75R3年度
甲府市富竹貢川小北一交差点～
貢川本町貢川小正門交差点

県16

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.52.75R2年度甲府市東光寺3丁目11～東光寺3丁目10県17

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.02.25R3年度宮前交差点県18

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少1.04.25R3年度甲府市東光寺町１９５５－１ 武田交差点県19

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.02.75R3年度甲府市武田1丁目3-9～朝日通り北交差点県20

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少1.03.25R3年度甲府市朝日5丁目12（朝日通り北交差点）県21

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.54.0R3年度朝日五丁目県22

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少2.02.75R3年度甲府市上石田1丁目4番地～下飯田4丁目8番地県23

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少1.03.0R3年度甲府市塩部二丁目２ (仮)新荒川橋南側Ｙ字路県24

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.51.5R3年度甲府市飯田1丁目3（パスポートセンター東交差点）県25

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.01.75R3年度甲府市塩部3丁目（塩部三丁目交差点）県26

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.03.25R3年度甲府駅北口交差点県27

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.01.0R3年度甲府市甲府駅北口交差点～北口1丁目5-17県28

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.01.5R3年度甲府市北口1丁目((仮)甲府郵政健康センター北交差点)県29

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.53.0R3年度甲府市武田3丁目（武田三丁目交差点）県30

審議事項
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４．第２次事故ゼロプランについて
４－４ 中間評価について

中間評価

選定指標
対策
実施
年度

箇所名管理者連番
判定

追加対策基準
※①②両方クリアで

総合評価へ移行

②対策後２年間の
重大事故件数

①死傷事故件数

判定
対策後
2年間

（件/2年）
判定

対策後
2年間

（件/年）

選定時
（H27-30）

（件/年）

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.51.5

【A群】指標③
死傷事故率と
発生事故類型

R3年度甲府市大手1丁目1（山梨大学北交差点）県31

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.00.25R3年度上野原市西原～西原2258-1県32

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.51.0R3年度（仮）石和町松本踏切前交差点県33

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.02.0R3年度笛吹市石和町市部813-1～鵜飼橋北詰交差点県34

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.00.75 R3年度富士吉田市上吉田金鳥居交差点～富士山駅前交差点県35

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.00.75 R3年度富士吉田市新倉（新倉交差点）県36

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.01.0R3年度富士吉田市下吉田7丁目（桜通り交差点）県37

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.02.0R3年度富士吉田市上吉田１７７１－１（東町東交差点）県38

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.00.5R3年度富士吉田市竹の花交差点～下吉田8丁目10（下り線）県39

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.00.5R3年度大室指県40

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少1.00.5R3年度大室指県41

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.50.25 R3年度中央市大鳥居（作興橋南交差点）県42

総合評価へ移行①②両方クリア1件以下0件数減少0.00.25 R3年度早川町初鹿島～早川町・身延町境県43

審議事項

■評価結果 詳細（３/３）
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 A群のうち指標①事故危険箇所（基準A）、指標③死傷事故率・発生事故類型で選定された区間を対象に、対策完了の可否を確認するため、

「総合評価」を実施する。

 総合評価では事故データが4年分蓄積された区間について、「死傷事故件数」と「選定指標の基準」により評価する。

 対策完了とならなかった箇所は、追加対策検討の要否を検討し、「追加対策検討」と「経過観察」に区分する。

４．第２次事故ゼロプランについて

対策完了

Yes

対策完了基準

■総合評価手法

Yes

追加対策基準

経過観察 追加対策実施

※2）第１１次山梨県交通安全計画の目標＊

＊ 次期交通安全計画が策定された場合、

削減率を再計算し、目標の見直しを実施

No

① 死傷事故の件数が減少
かつ

② 重大事故件数１件以下

No

選定基準選定項目・指標

16件/4年以上死傷事故

死
傷
事
故
率
1
0
0
件
/

億
台
キ
ロ
以
上
か
つ

1件/4年以上重大（死亡）事故

1件/4年以上正面衝突事故

1件/4年以上車両単独事故

2件/4年以上歩行者事故

4件/4年以上自転車事故

3件/4年以上二輪車事故

6件/4年以上高齢者事故

※1）選定指標の基準

選定理由となった基準に
該当しなければクリア

現地状況等を
確認した上、緊急的に

対策が必要

Yes

No

４－５ 総合評価について

事故データが４年分あり 【Ａ群】
対象：選定指標①（基準A）

選定指標③※１

① 死傷事故件数33.4%※2以上削減
かつ

② 選定指標の基準※1クリア

削減率
[B/A]

削減数
[B-A]

[B]目標
(R7)

[A]コロナ禍前
(R1)

33.4% 以上1,003以上2,000以下3,003発生件数(件)

20.0% 以上5以上20以下25死者数(人)
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総合評価（対策完了基準）

選定指標
対策
実施
年度

箇所名管理者連番
判定

対策完了基準
※①②両方クリア

で対策完了

②選定指標の基準①死傷事故件数

判定
選定時に該当した

選定指標の事故類型

対策後４年間の
死傷事故率

（件/億台キロ）
判定

対策後
4年間

（件/4年）

選定時
（H27-30）
（件/4年）

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満

正面衝突事故：0件
車両単独事故：0件

歩行者関与事故：0件
37.8233.4%以上減少2.010.0

【A群】指標②交通
事故多発地点

指標③死傷事故率
と発生事故類型

R1年度都留市桂町1134～(仮)東桂歩道橋交差点国1

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満
二輪車関与事故：0件66.5133.4%以上減少4.015.0

【A群】指標③
死傷事故率と
発生事故類型

R1年度甲府市国母交差点～国母7丁目10-23県2

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満
歩行者関与事故：0件0.033.4%以上減少0.07.0R1年度甲府市飯田2丁目16-3～気象台東交差点県3

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満
歩行者関与事故：0件54.1133.4%以上減少2.04.0H30年度甲府市宝一丁目交差点～丸の内2丁目13-1県4

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満
重大（死亡）事故：0件48.2033.4%以上減少2.09.0H30年度甲府市善光寺入口交差点～善光寺2丁目13県5

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満
正面衝突事故：0件

二輪車関与事故：0件
0.033.4%以上減少0.04.0R1年度上野原市棡原9223～棡原10082県6

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満

重大（死亡）事故：0件
正面衝突事故：0件
車両単独事故：0件

0.033.4%以上減少0.03.0R1年度都留市上谷6丁目西願時前～法能交差点県7

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満
歩行者関与事故：0件51.7033.4%以上減少1.04.0R1年度富士吉田市ときわ台2丁目7～ときわ台2丁目2-14県8

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満
正面衝突事故：0件311.2633.4%以上減少2.04.0R1年度富士吉田市ときわ台2丁目(（仮）富士急ハイランド駅東交差点）県9

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満
高齢者関与事故：0件294.8533.4%以上減少1.06.0H30年度甲斐市穂坂町長久保（市道との交差点）県10

追加対策基準へ
①はクリア
②はアウト

死傷事故率と選定指標が
基準以上

死傷事故：22件
自転車関与事故：0件
二輪車関与事故：3件
高齢者関与事故：５件

111.6833.4%以上減少22.044.0R1年度昭和町西条（西条立体交差点）県11

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満
正面衝突事故：0件0.033.4%以上減少0.01.0H30年度北杜市高根町下黒澤((仮)下黒沢交差点)県12

対策完了①②両方クリア
死傷事故率と選定指標が

基準未満
正面衝突事故：0件0.033.4%以上減少0.03.0R1年度丹波山村所畑～高畑県13

交通安全対策

４．第２次事故ゼロプランについて
４－５ 総合評価について

■評価結果 詳細（対策完了基準）

対策実施
選定時の事故データ

（H27-H30の4カ年）
対策後の事故データ

（4カ年）

…

時間軸

 今年度、事故データの蓄積により総合評価を実施できる13区間を対象に、対策完了基準の判定を実施した。

 対策完了基準での評価の結果、対策完了基準に該当する12区間で対策完了、残りの1区間で追加対策基準の確認が必要と判断した。

■評価期間

対策完了
12区間

追加対策の要否の検討
1区間

■評価結果

審議事項
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４．第２次事故ゼロプランについて
４－５ 総合評価について

■評価結果 詳細（追加対策基準）

経過観察
1区間

追加対策実施
0区間

 対策完了基準を満たさなかった1区間を対象に追加対策基準の判定を実施した。

 追加対策基準での評価の結果、死傷事故件数が減少し重大事故件数が4年間で1件以下であることから、当該区間を経過観察と判断した。

■追加対策基準

Yes

経過観察 追加対策実施

① 死傷事故の件数が減少
かつ

② 重大事故件数１件以下

No

現地状況等を
確認した上、緊急的に

対策が必要

Yes

No

総合評価（追加対策基準）

選定指標
対策
実施
年度

箇所名管理者連番
判定

追加対策基準
※①②両方クリアで

経過観察へ移行

②重大事故件数①死傷事故件数

判定
対策後
４年間

（件/4年）
判定

対策後
4年間

（件/4年）

選定時
（H27-30）
（件/4年）

経過観察へ移行①②両方クリア1件以下1.0件数減少22.044.0
【A群】指標③
死傷事故率と
発生事故類型

R1年度昭和町西条（西条立体交差点）県1

審議事項
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■評価結果



交通安全対策

４．第２次事故ゼロプランについて
４－６ 事故危険箇所（基準B）について

Yes

ETC2.0による
挙動発生状況等

の改善状況

対策実施後1年以上経過
対象：指標①事故危険箇所（基準B）

対策完了

対策完了基準

追加対策実施

現地状況等を
確認した上、緊急的に

対策が必要

Yes

No

経過観察

No

追加対策基準

■指標①事故危険箇所（基準B）の評価手法

【データ期間】
ETC2.0車載器の普及状況を考慮し

対策前後直近の1年間のデータを使用

【改善状況】
前後加速度（急ブレーキ）等に着目し、
挙動発生率に改善が見られれば対策完了

 指標①：事故危険箇所（基準B）では、対策後の挙動発生状況等をETC2.0データにより分析し、改善が確認されれば対策完了とする。
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ETC2.0による挙動発生状況等の評価

選定指標
対策
実施
年度

箇所名管理者連番
判定

対策完了基準
※挙動発生率に改善が
見られれば対策完了

対策後の
急挙動変動率

急挙動発生回数
（回/万台km）※

対策後対策前

対策完了急挙動変動率が減少-30%311446

【A群】指標①
事故危険箇所

（基準B）

R5年度
上野原市上野原3907-1
（県道30号交点、鶴川入口歩道橋付近の交差点）

国1

対策完了急挙動変動率が減少-40%70115R5年度都留市田原（都留文大入口交差点）国2

対策完了急挙動変動率が減少-47%69131R5年度都留市中央1丁目6-9～都留市つる1丁目1-21国3

対策完了急挙動変動率が減少-15%147173R5年度都留市井倉570-1（井倉交差点）国4

対策完了急挙動変動率が減少-32%436637R5年度大月市大月町（大月駅前交差点）国5

対策完了急挙動変動率が減少-28%216299R5年度大月市大月2丁目19-7（上大月駅付近）国6

対策完了急挙動変動率が減少-11%330369R5年度大月市大月2丁目20-26（大月橋東詰）国7

対策完了急挙動変動率が減少-45%248451R5年度富士川町鰍沢5639（十谷入口交差点）国8

対策完了急挙動変動率が減少-27%142195R5年度
身延町波高島902
（山梨県道9号交点、富山橋付近の交差点）

県9

対策完了急挙動変動率が減少-40%77129R5年度富士川町大椚252-1（大椚交差点）県10

交通安全対策

 今年度、評価対象となる10区間を対象に、ETC2.0データによる対策完了基準の判定を実施した。

 判定の結果、対象区間すべてとなる10区間は対策後に急挙動の発生状況に改善が確認されたため、対策完了と判断した。

４．第２次事故ゼロプランについて
４－６ 事故危険箇所（基準B）について

■評価結果

対策完了
10区間

追加対策の要否の検討
0区間

※選定時の抽出条件と整合させ、前後加速度-0.5G以下の急挙動（急ブレーキ）を対象に集計

審議事項
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交通安全対策

 Ａ群のうち指標②交通事故多発地点で選定された区間は、選定者の確認・了承をもって対策完了となる。

 今年度の対象区間すべてとなる7区間は選定者への確認・了承が得られたため、対策完了と判断した。

４．第２次事故ゼロプランについて
４－７ 交通事故多発地点について

審議事項

■指標②交通事故多発地点の対策完了基準

判定選定指標
対策
実施
年度

箇所名管理者連番

選定者の確認・了承
確認済みのため対策完了

【A群】指標②
交通事故多発地点

R4年度富士河口湖町船津（船津登山道入口交差点）国1

R6年度甲州市勝沼町（柏尾交差点）国2

R4年度上野原市上野原新町２交差点～上野原1654-1県3

R4年度都留市つる4－1－16（都留インター前交差点）県4

R5年度砂田橋南交差点県5

R7年度十郎橋西信号交差点県6

R6年度新倉トンネル南端から富士吉田警察署前交差点県7

■評価結果

選定者の確認・了承をもって完了判断

対策完了
7区間
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交通安全対策

 B群（要望等による選定）で選定された区間は、要望者の確認をもって対策完了となる。

 今年度の対象区間すべてとなる7区間は要望者へ確認済みであるため、対策完了と判断した。

４．第２次事故ゼロプランについて
４－８ 地域からの要望による選定【Ｂ群】について

■評価結果
対策完了
7区間

審議事項

■地域からの要望による選定【Ｂ群】の対策完了基準

判定選定指標
対策
実施
年度

箇所名管理者連番

要望者の確認をもって完了判断
確認済みのため対策完了

【B群】
アンケート

通学路合同点検結果
地域要望

R6年度上野原市四方津（四方津巌こども園付近歩道）国1

R4年度上野原市四方津（コモアしおつ入口交差点）国2

R5年度笛吹市石和町（四日市場交差点）国3

R6年度富士吉田市新西原(中原歩道橋)国4

R5年度富士河口湖町本栖（本栖交差点～本栖橋前区間）国5

R6年度大月市駒橋1丁目7－27（高月橋入口交差点）国6

R3年度富士川町鰍沢5317～富士川町鰍沢4819国7

要望者の確認をもって完了判断
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５．経過観察箇所の評価結果
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５．経過観察箇所の評価結果
交通安全対策

５－１ 対策後4年経過した区間の評価結果

-25-

審議事項

選定基準選定項目・指標

16件/4年以上死傷事故
死
傷
事
故
率
1
0
0
件
/

億
台
k
m
以
上
か
つ

1件/4年以上重大（死亡）事故

1件/4年以上正面衝突事故

1件/4年以上車両単独事故

2件/4年以上歩行者事故

4件/4年以上自転車事故

3件/4年以上二輪車事故

6件/4年以上高齢者事故

※4年分の事故を対象

■経過観察箇所

 第1次事故ゼロプランのうち経過観察箇所であった下記の区間について、対策後4年が経過した3区間の事故発生状況の確認を行った。

 確認を行った３区間のうち1区間は指標③の基準値をクリアし、残りの２区間は指標③の基準値である死傷事故率100件/億台kmを超過する

ものの他指標へ該当しないため、第2次事故ゼロプランへの追加は行わないこととする。

 今回の評価をもって、経過観察となっていた全区間の第2次事故ゼロプランへの追加検討が完了した。

指標に該当

第2次事故
ゼロプラン
への追加

事故件数（R2～R5）

死傷
事故率

（R2～R5）
件/億台km

対策
完了
年度

対象区間(地先名)
路線
番号

市区町村管理 高齢者
事故

二輪車
事故

自転車
事故

歩行者
事故

車両
単独
事故

正面
衝突
事故

重大
（死亡）
事故

死傷
事故

634211116100.000基準値

－0010000226.923R1
上野原市四方津
（上野原西中入口交差点～久保交差点付近）

20上野原市国管理

－302000011191.565R1甲府市上阿原（上阿原交差点）20甲府市国管理

－21100003154.670R1甲府市丸の内（丸の内郵便局東交差点）52甲府市国管理

■指標③の基準値



６．生活道路における交通安全対策の推進について
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６．生活道路における交通安全対策の推進について
交通安全対策

６－１ ゾーン３０プラスの概要

-27-

 最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイスとの組合せにより、交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン３０プラス」として設定。

 道路管理者と警察が緊密に連携し、地域住民等の合意形成を図りながら、生活道路における人優先の安全・安心な通行空間を整備。

＜警察による交通規制＞ ＜道路管理者による物理的デバイスの設置＞

【出典】「ゾーン30プラス」実務者向けシリーズセミナー（第1回基礎編）～「ゾーン30プラス」のすすめ～

■ゾーン３０プラスの入口（イメージ）

歩行者等の通行が最優先される道路環境
であることを周知



６．生活道路における交通安全対策の推進について
交通安全対策

６－２ ゾーン３０プラスの整備による効果事例
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 京都府舞鶴市桃山地区では、狭さくやスムーズ横断歩道などの物理的デバイスの整備後、ゾーン30プラスの路面標示や看板の設置による短期

対策を実施し、ゾーン30プラスとしての整備を行った。

 効果検証の結果、ゾーン30プラス整備後に車両の平均速度の低下や30km/h超過割合の減少、交通量の減少がみられた。

■京都府舞鶴市桃山地区での事例
【対策内容】 【効果検証結果】

【出典】「ゾーン30プラス」実務者向けシリーズセミナー
（第3回実践編（事例紹介））掲載資料をもとに一部編集



ｿﾞｰﾝ30ﾌﾟﾗｽ
看板・路面標示

対策済

対策予定

ソフト対策

対策済

対策予定

その他ハード対策

対策済

対策予定

規制等

対策済

対策予定

物理的デバイス

対策済

対策予定

交通安全対策

６－３ 山梨県内のゾーン３０プラスの取り組み状況（山梨県甲府市北口2丁目 北口地区）
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■甲府市北口2丁目 北口地区

 甲府市北口2丁目の北口地区は、甲府駅北側に位置し、幹線道路に隣接する、通過交通や路上駐車が多いエリアである。

 エリア内に所在する図書館を利用する学生などに向けた安全対策として、スラロームや規制標識を設置し、交通安全の向上を図っている。

【主な対策内容】

・最高速度30km/h区域規制
・駐車禁止
・大型自動車等通行止めの規制
・ゾーン30プラス路面標示
・スラローム
・ゾーン30プラス看板

【対策の実施状況】

甲府市北口2丁目
北口地区

【出典】国土地理院地図

【出典】国土交通省 生活道路の交通安全対策ポータル 掲載資料をもとに一部編集

凡例

ゾーン30プラス

※破線は整備区間に含まれない道路

スラローム① スラローム② 警察規制標識① 警察規制標識②

６．生活道路における交通安全対策の推進について



ｿﾞｰﾝ30ﾌﾟﾗｽ
看板・路面標示

対策済

対策予定

ソフト対策

対策済

対策予定

その他ハード対策

対策済

対策予定

規制等

対策済

対策予定

物理的デバイス

対策済

対策予定

交通安全対策

６－３ 山梨県内のゾーン３０プラスの取り組み状況（山梨県都留市 上谷地区）
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■都留市 上谷地区

・最高速度30km/h区域規制
・ハンプ
・カラー舗装化
・ゾーン30プラス看板
・ゾーン30プラス路面表示
・登下校時の見守り活動

都留市上谷地区

【出典】国土地理院地図

 都留市上谷地区は、幹線道路に隣接しており、駅や市役所に向かう車両が幹線道路から生活道路に多く流入するエリアである。

 エリア内における歩行者等の安全対策として、交差点部のカラー舗装や車両の速度抑制のためのハンプを設置している。

 また、通学時間帯には横断歩道を横断する際の見守り活動が実施されている。

【出典】国土交通省 生活道路の交通安全対策ポータル 掲載資料をもとに一部編集

【対策の実施状況】

【主な対策内容】

カラー舗装 ゾーン30プラス看板・路面標示 登下校時の見守り活動 ハンプ

凡例

ゾーン30プラス

※破線は整備区間に含まれない道路

６．生活道路における交通安全対策の推進について



交通安全対策

６－４ ゾーン３０プラスの推進に向けた取り組みと技術支援

 今後、ゾーン30プラスの計画策定にあたり、整備計画（案）について本委員会にて意見聴取を予定。

 国土交通省（地方整備局等）においては、市町村（道路管理者）へ向けた技術支援としてETC2.0によるビッグデータ分析結果（課題分析・

効果評価）の提供や、可搬型ハンプの貸し出しを実施している。

【出典】「ゾーン30プラス」実務者向けシリーズセミナー第3回実践編 資料をもとに一部編集

６．生活道路における交通安全対策の推進について

-31-

計画の進捗に合わせ
本委員会において
順次意見聴取を実施



交通安全対策

６－４ ゾーン３０プラスの推進に向けた取り組みと技術支援

【出典】「ゾーン30プラス」実務者向けシリーズセミナー第3回実践編 資料をもとに一部編集

ETC2.0によるビッグデータの分析

ETC2.0により収集される速度や経路、急減速発生
地点などの“ビッグデータ”を活用することにより、
潜在的な危険箇所を特定し、効果的な交通安全対策を
進めることができる。 （ゾーン３０プラスの検討に加
え、局所箇所の対策検討でも提供可能）

○ビッグデータの分析内容
・平均速度
・30km/h超過割合
・急減速発生地点
・走行経路(“抜け道”ルート)

○対策内容
・走行速度の抑制
・通過交通の進入抑制

潜在的な危険箇所を特定
≪“見える化”≫

潜在的な危険箇所を含めた
効果的な対策を実現

【出典】国土交通省 生活道路の交通安全対策ポータル
掲載資料をもとに一部編集

●可搬型ハンプの利用手順

可搬型ハンプの貸し出し

６．生活道路における交通安全対策の推進について
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対策の効果検証⑥

交通事故データ、ETC2.0プローブデータ等を用いて、対策実施による
効果について検証する

危険要因の分析③

事故データ、ETC2.0プローブデータ（速度超過、急ブレーキ発生、抜け
道経路）等を用いて、事故・危険要因を分析する

各種データの収集・整理①

交通事故及び潜在的事故危険個所の実態を的確に把握するため、事
前準備として交通データETC2.0プローブデータ等を収集し、整理する

６－５ 生活道路における交通安全対策推進に向けたデータ活用

■データを活用した交通安全対策の取り組みフロー

【活用可能なデータ】
・オープンデータの活用支援
・ETC2.0プローブデータ

加工情報の提供※

～国土交通省・警察庁の支援～

※ETC2.0データ加工情報の提供は
ゾーン30プラス等の施策に限らず、
生活道路の交通安全対策検討の際に
活用が可能

地域課題の把握②

交通事故データ、ETC2.0プローブデータ（速度超過、急ブレーキ発生、
抜け道経路）を重ね合わせることによって、危険個所を抽出する

対策の検討・決定④

危険要因を踏まえ、対策箇所及び対策内容を検討し（データ分析結果
に加え、道路状況・周辺環境等も考慮）、決定する

対策の実施⑤

決定した対策箇所及び対策内容で、対策を実施する

 生活道路における交通安全対策を検討する際、下記データの活用が効果的となる。

①交通事故統計情報（オープンデータ）：事故の発生箇所やその内容

②ETC2.0プローブデータ：車両の走行速度や急挙動発生状況について加工情報の提供

⇒上記について、各地方公共団体等に対し、国土交通省・警察庁からの支援が可能。

６．生活道路における交通安全対策の推進について
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６－５ 生活道路における交通安全対策推進に向けたデータ活用（警察庁：交通事故オープンデータ）

 警察庁ホームページで公開のオープンデータ、ツールを活用することで事故発生箇所等の分析が可能。

【出典】警察庁HP 交通事故統計情報のオープンデータ
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/opendata/index_opendata.html

■データの項目例（一部抜粋・CSV形式）

■事故多発地点解析ツール（Excel形式 警察庁HPよりダウンロード可能）

事故分析に必要な
基礎情報を網羅

■警察庁HPでのデータダウンロード

６．生活道路における交通安全対策の推進について
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６－５ 生活道路における交通安全対策推進に向けたデータ活用（警察庁：交通事故オープンデータ）

 国土交通省・警察庁にて、地方公共団体への提供を想定した「交通事故発生箇所の地図化マニュアル」を作成。

 当該マニュアルでの交通事故オープンデータの活用支援により、効率的・効果的な交通安全対策を推進。

■マニュアルの全体構成
■マニュアル抜粋
具体操作について、詳細に説明

６．生活道路における交通安全対策の推進について
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 生活道路分析ツール：簡易かつ直感的な操作によって、瞬時に地図上に分析結果を表示できるツール。

 ブラウザ上で操作するWebアプリとなっており、国道事務所等の職員が利用可能。

 分析結果は、国道事務所等から地方公共団体へ提供が可能。

■生活道路分析ツール 活用のイメージ

６－５ 生活道路における交通安全対策推進に向けたデータ活用（国土交通省：生活道路分析ツール）

６．生活道路における交通安全対策の推進について
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６－６ 国土交通省が主催するセミナーについて（「ゾーン30プラス」実務者向けシリーズセミナー）

 ゾーン３０プラスに関する施策の概要や手続きの進め方、技術的・財政的な支援や対策メニュー等の基礎的な内容、データを活用した取り組

み事例等、様々なテーマで実務者向けのセミナーを実施。（参加無料）

 令和７年においても、秋頃にセミナー開催を予定。（募集開始は9月上旬頃を予定）

■ゾーン３０プラス実務者向けシリーズセミナーについて

６．生活道路における交通安全対策の推進について
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６－７ 小学校等周辺の面的な交通安全対策を促進するモデル地域について

 通学路における交通安全の取り組みを推進するため、小学校等周辺において面的な交通安全対策を促進するモデル地域を全国で65箇所選定。

 道路管理者が警察や学校などと連携・協力して、各種データを活用した課題の分析や対策内容の検討、地域との合意形成を進め、

ゾーン30プラスの導入などによる通学路の面的な交通安全対策を推進。

 国土交通省よりETC2.0プローブデータ等を活用したデータ分析などの技術的支援や、国庫補助等による財政的支援を実施。

 モデル地域での取り組みから得られた知見を活用し、モデル地域以外においても通学路の面的な交通安全対策を推進。

６．生活道路における交通安全対策の推進について
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交通安全対策

６－８ 生活道路における法定速度の引き下げについて

-39-

 令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる。

 速度規制標識が設置されている場合には当該速度が最高速度となる。

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線
及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路
・道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵等により

自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

【出典】令和７年版交通安全白書 掲載資料をもとに一部編集 【出典】山梨県警察 X（旧：Twitter）

・中央線、車両通行帯、中央帯等のいずれもが設けられていない一般道路

▼60km/hが維持される道路の例

▼30km/hに引き下げられる道路の例

▼広報啓発ポスター〈60km/hの法定速度が維持される道路の例〉

〈法定速度が30km/hに引き下げられる道路の例〉

６．生活道路における交通安全対策の推進について



７．観光事故に関する事故概況の報告
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７－１ 山梨県における外国人観光ドライバーの事故状況

 山梨県における死傷事故件数はH27年からR2年にかけて減少傾向の後、R2年からR6年までの直近5年間では横ばい傾向にある。

 今般のインバウンド需要により訪日外国人数はコロナ禍以前の水準に回復してきている状況である。

７．観光事故に関する事故概況の報告

-41-

■死傷事故件数の推移

R6年死傷事故件数 全国290,895件、関東100,294件、山梨県2,013件

※関東は東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県の合計

※出典：交通事故統計表データ（（公財）交通事故総合分析センター）

■訪日外国人数の推移
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７－１ 山梨県における外国人観光ドライバーの事故状況

 山梨県において特に多くの観光客が来訪している富士北麓地域に着目し、外国人の観光ドライバー（通行目的が観光・娯楽かつ第1当事者

（過失割合が大きい当事者）の国籍が日本以外）による死傷事故を抽出して集計・分析。

 外国人の観光ドライバーによる死傷事故は、事故件数が直近5年間では1年あたり5件程度で推移しており、日本人の観光ドライバーによる

死傷事故の1割程度と少なく、交通量の多い幹線道路や観光地の周辺など広く分散して発生していることが確認された。

 外国人の観光ドライバーによる死傷事故にはピンポイントな対策に限らず面的な対策・施策が有効と考えられる。

７．観光事故に関する事故概況の報告
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■令和５年 圏域別入込客数

観光客の来訪が多い富士北麓地域に着目

※出典：令和5年 山梨県観光入込客統計調査報告書（山梨県）

道路種別
高速自動車国道
一般国道
主要地方道・一般都道府県道
市町村道

※（公財）交通事故総合分析センターの

集計結果による

■令和元年～５年 観光ドライバー死傷事故 発生状況
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第1当事者が
日本国籍以外の
観光目的事故件数



７－２ 山梨県における外国人観光ドライバー事故への対応

 富士吉田警察署へのヒアリングの結果、外国人観光ドライバーによる事故では、主に細道路や駐車場での単独の物損事故が多い。

 交通ルールを理解していない外国人ドライバーによる事故も発生している。

 警察では外国人ドライバーに対して、各国の言語や各交通モード（自転車・電動キックボード）に対応した交通ルール周知のビラを作成し

配布している。

７．観光事故に関する事故概況の報告
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■富士吉田警察署ヒアリング

■山梨県内対策事例

【提供】富士吉田警察署

アメリカ対応版 中国対応版 キックボード対応版 自転車対応版

・外国人が運転するレンタカーによる事故が多い状況である
・幹線道路よりも細道路や駐車場における単独の物損事故が多く、 民泊施設へのアクセス時に縁石への乗り上げや塀への接触などのケースが多い
・事故を起こした外国人ドライバーの中には交通ルールを理解していない者も存在する
・外国人ドライバーによる事故への対策として、各国の言語に対応した注意喚起ビラを作成し、レンタカー事業者への配布等を実施している

来訪者の国別にローカライズした注意喚起ビラ 交通モード別の注意喚起ビラ

■全国対策事例

【出典】警察庁HP

外国語版交通ルールガイドブック

【提供】富士吉田警察署



８．今後のスケジュール

-44-



委員会の経緯と今回の論点

前回委員会（第２９回）の振り返り

山梨県における交通事故発生状況

第２次事故ゼロプランについて

経過観察箇所の評価結果

生活道路における交通安全対策の推進について

８．今後のスケジュール
交通安全対策
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今回
(令和7年度)

次回

第30回委員会の開催（R7.9.8）

事故ゼロプランの追加登録（交通事故多発地点等） ※追加登録があった場合

第２次事故ゼロプランの進捗状況の報告


